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亀山市消防本部組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 亀山市長  櫻 井 義 之  

亀山市規則第２１号 

亀山市消防本部組織規則の一部を改正する規則 

 

亀山市消防本部組織規則（平成３０年亀山市規則第６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条の表消防総務課の項中「総務・消防団グループ」を「消防総務グループ」に、

「消防救急グループ」を「指令グループ」に改め、同表予防課の項中「危険物グルー

プ」を削り、同表情報指令課の項を削る。 

 第１７条第１項中「情報指令課長及び情報指令課長が指定した職員以外の情報指令

課の課員」を「消防総務課指令グループに属する職員」に改め、同条第３項中「情報

指令課の課員」を「消防総務課指令グループに属する職員」に改める。 

 別表を次のように改める。 

課 グループ 分掌事務 

消防総務課 消防総務グルー （１） 組織、消防行政の企画及び総合調整に関す 

 プ ること。 

（２） 消防施設等の整備計画に関すること。 

（３） 式典及び諸行事の企画及び運用に関するこ

と。 

（４） 財産の管理及び処分に関すること。 

（５） 消防団に関すること。 

（６） 消防団員の身分及び諸給与に関すること。 

（７） 消防団員の災害補償、賞じゅつ金等に関す

ること。 

（８） 消防職員及び消防団員の研修教養に関する

こと。 

（９） 消防職員及び消防団員の被服等の貸与に関

すること。 

（１０） 消防職員及び消防団員の福利厚生に関す

ること。 

（１１） 消防職員の進退、配置、賞罰その他身分

に関すること。 

（１２） 予算の調整及び執行並びに経理に関する

こと。 

（１３） 例規及び文書に関すること。 
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（１４） 表彰に関すること。 

（１５） 公印の保管に関すること。 

（１６） 公務証票に関すること。 

（１７） 津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事

務協議会に関すること。 

（１８） 消防業務及び救急業務に関する企画及び

調整に関すること。 

（１９） 災害の応援、受援及び協力に関すること。 

（２０） 救急業務の高度化推進に関すること。 

（２１） 医療機関等との連携調整に関すること。 

（２２） 救急業務に関する消防職員の訓練及び技

術の指導に関すること。 

（２３） 救急救命士の育成に関すること。 

（２４） 救急に関する広報に関すること。 

（２５） 救急統計及び救助統計に関すること。 

（２６） 自動体外式除細動器の設置啓発及び使用

に関すること。 

（２７） 消防出初式及び消防操法大会に関するこ

と。 

（２８） 刊行物等の発行に関すること。 

 （２９） 他の課の所管に属さない事項 

指令グループ （１） 災害情報の収集に関すること。 

（２） 出動指令に関すること。 

（３） 消防通信の運用及び統制に関すること。 
  （４） 通信指令に係る調査研究に関すること。 

予防課 予防グループ （１） 火災予防に関すること。 

  （２） 建築確認等の同意に関すること。 

（３） 開発行為に係る協議及び同意に関すること。 

（４） 消防用設備等の指導及び検査に関すること。 

（５） 防火管理に関すること。 

（６） 火を使用する施設等の届出の処理に関する

こと。 

（７） 予防の統計に関すること。 

（８） 防火協力団体に関すること。 

（９） 少年消防クラブに関すること。 

（１０） 危険物の規制に関すること。 

（１１） 危険物製造所等の許可、認可及び検査に

関すること。 

（１２） 危険物取扱者、危険物保安監督者等に関

すること。 

（１３） 少量危険物及び指定可燃物の届出の処理

に関すること。 

（１４） 高圧ガス、火薬等の保安に関すること。 

（１５） 液化石油ガス器具、ガス用品等の安全に
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関すること。 

（１６） 危険物製造所等の事故調査及び報告に関

すること。 
  （１７） 危険物等協力諸団体に関すること。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


